
３月１１日（金）現在
本県の新型コロナウイルスの感染状況は

国評価レベル 2（警戒を強化すべきレベル）です
医療提供体制は、実質的に国評価レベル３と同様の状況にあります

県内に「まん延防止等重点措置」が適用されています

県内の感染状況は減少傾向にあるものの、高止まりが続いており、現在の病

床利用率は受入可能病床（約５９０床）に対して約３５％となっています。医療関

係従事者の感染や濃厚接触による人員不足等も深刻であり、医療提供体制は

依然としてひっ迫した状況が続いています。この感染拡大を抑制するため、本

県に「まん延防止等重点措置」が適用されています。

感染力が強いオミクロン株においても、基本的な感染予防対策は変わりま

せん。県民の皆様には、感染リスクの高い場所への外出の自粛、会話時の不織

布マスクの着用、室内での換気の徹底や大人数での行動は避けるなど、引き

続き、感染防止への厳重な警戒をお願いします。

３月１０日現在

病床利用率
（約５９０床）に対する割合

（全県）

３４．４％
東部 36.4％

中部 33.6％

西部 33.5％

直近１週間の 10万人

当たり新規陽性者数

２３３．６人

【 まん延防止等重点措置の概要 】
○期 間 令和４年１月 27日（木）～３月２１日（月）
○対象区域 県内全域
○要請内容 感染リスクが高い場所への外出自粛、

飲食店の営業時間短縮 等
（詳しくは「県民・事業者の皆様へ」をご確認ください）

県外への移動を検討されている皆様へ

本県に「まん延防止等重点措置」が適用されています。県外への不要不急の移動は極力控えるようお

願いします。やむを得ず県外へ移動する場合は、混雑した場所や感染リスクが高い場所へは訪問しない

ようにしてください。

【 凡 例 】

感染状況（10 万人当たり新規陽性者数）

100 人以上

35 人以上～100 人未満

7.5 人以上～35 人未満

7.5 人未満

感染拡大により移動制限等の措置が発
出されている地域

緊急事態宣言

まん延防止等重点措置

独自の移動制限措置等

次回発表予定 令和４年３月１８日(金)
※上記発表前でも必要に応じて随時発表する場合があります

全国の直近１週間 10 万人当たり新規陽性者数（３月１０日現在）



県民の皆様へのお願い
通常医療を含めた医療提供体制のひっ迫や社会機能の維持が大きな課題です

医療提供体制の現状

（コロナ入院患者の状況）

○県内の感染者及び入院患者数は減少傾向となっていますが、コロナ患者を受入可能な
確保病床(約 590 床)の使用率は、約 35％となっています。とりわけ、基礎疾患等を抱
える高齢者の割合は高い状態が続いており、中等症以上の患者は 120 人以上で入院患
者の半数以上を占めています。また、医療機関でのクラスター発生により、受入可能
病院以外でも 50 人以上の方が入院されています。

（通常医療の状況）
〇冬期のため、脳血管疾患や心疾患などの治療が必要な方も多く、各医療圏域における
２次、３次の救急医療病院の病床はひっ迫し、救急搬送先がすぐに見つからない事態
も生じています。また、発熱等診療医療機関には、コロナを疑う発熱者の受診が増加
し、通常診療も繁忙となっています。こうした中、コロナ医療をこれ以上拡充すると、
救急医療や通常医療を削る結果となり医療崩壊の危険が高まります。

社会機能維持の現状

〇感染者数が週に９千人前後の状態が続き、多数の濃厚接触者が発生していることか
ら、療養者及び自宅待機者が増加し、社会機能維持が課題となっています。
また、現在、学校、高齢者施設、児童福祉施設、病院でのクラスターがひん発してい
ます。休校、休園などにより、家庭で子供や高齢者を見る必要が生じていることに伴
い、出勤できない方が増え、業務が普段どおり行えない事業所等があります。

県民の皆様へのお願い

○混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出の自粛をお願いします。また、外出する場
合には、大人数での行動は回避し、特に高齢者や基礎疾患のある方は慎重に行動するよ
うお願いします。

○家庭内における換気、手指消毒などの感染防止対策を徹底してください。
特に、高齢者や基礎疾患のある方など重症化リスクが高い方がいる家庭では、体調が悪
い方がいる場合等は、家庭内でも可能な限り不織布マスクを着用してください。

○飲食を伴う会合は、なるべく、家族や日頃行動を共にする少人数に限り、同一グループの
同一テーブルでの利用は４人以内とし、食事は黙って食べ、会話時は必ず不織布マスク
を着用し、短時間とするようお願いします。

○お住まいの市町から接種券が届きましたら、予約後、ワクチンの接種をお願いします。

県の大規模接種会場では、２回目接種から６ヶ月以上経過している方は接種券が無くても
ワクチン接種ができます。

事業者の皆様等へのお願い

○食品衛生法の営業許可を受けた飲食店に対し、営業時間の短縮を要請

します。（要請内容については右の二次元コードからご確認ください。）

○不特定多数の者が利用する集客施設に対し、入場者の整理、発熱その他の感染症の症状
を呈している者の入場禁止、入場者に対するマスク着用の周知等を要請します。

○事業所等の皆様は、大人数での会議を極力避けて、職場の換気の確保、休憩室や更衣室
で不織布マスクは外さないなど、徹底した感染防止対策をお願いします。
また、出勤者の削減目標を定め、在宅勤務や時差通勤等の人と人が接触する機会を低減
する取組もお願いします。

要請の詳しい内容は、「まん延防止等重点措置に係る静岡県の対応方針」をご覧ください。



　資料提供：令和４年3月11日（金）

単位 人 人 人 人 人 人 人 単位 人

沼津市 189,677 691 364.3 650 342.7 424 223.5 沼津市 5,647

熱海市 36,351 54 148.6 59 162.3 59 162.3 熱海市 993

三島市 108,435 284 261.9 291 268.4 197 181.7 三島市 2,652

富士宮市 128,748 224 174.0 214 166.2 204 158.4 富士宮市 2,549

伊東市 65,704 127 193.3 78 118.7 123 187.2 伊東市 1,564

富士市 245,089 468 191.0 403 164.4 429 175.0 富士市 6,056

御殿場市 87,345 212 242.7 203 232.4 230 263.3 御殿場市 2,674

下田市 21,161 41 193.8 61 288.3 36 170.1 下田市 419

裾野市 51,206 74 144.5 88 171.9 61 119.1 裾野市 943

伊豆市 29,427 36 122.3 48 163.1 52 176.7 伊豆市 535

伊豆の国市 46,976 95 202.2 92 195.8 111 236.3 伊豆の国市 1,089

東伊豆町 11,771 7 59.5 7 59.5 2 17.0 東伊豆町 128

河津町 6,907 13 188.2 2 29.0 27 390.9 河津町 82

南伊豆町 7,970 17 213.3 6 75.3 2 25.1 南伊豆町 86

松崎町 6,246 7 112.1 18 288.2 8 128.1 松崎町 67

西伊豆町 7,384 26 352.1 13 176.1 11 149.0 西伊豆町 174

函南町 36,859 69 187.2 76 206.2 79 214.3 函南町 817

清水町 32,099 121 377.0 126 392.5 66 205.6 清水町 1,041

長泉町 43,015 156 362.7 168 390.6 105 244.1 長泉町 1,255

小山町 18,600 33 177.4 59 317.2 69 371.0 小山町 636

東部20市町 1,180,970 2,755 233.28 2,662 225.41 2,295 194.33 東部20市町 29,407

静岡市 692,632 1,728 249.5 1,708 246.6 1,828 263.9 静岡市 20,400

島田市 96,099 191 198.8 313 325.7 258 268.5 島田市 2,207

焼津市 136,752 563 411.7 491 359.0 415 303.5 焼津市 5,111

藤枝市 142,069 287 202.0 243 171.0 330 232.3 藤枝市 3,293

牧之原市 44,275 130 293.6 115 259.7 58 131.0 牧之原市 1,347

吉田町 28,936 129 445.8 102 352.5 91 314.5 吉田町 1,122

川根本町 6,438 2 31.1 3 46.6 0 0.0 川根本町 72

中部 7市町 1,147,201 3,030 264.12 2,975 259.33 2,980 259.76 中部 7市町 33,552

浜松市 791,854 2,336 295.0 2,487 314.1 1,691 213.5 浜松市 22,199

磐田市 166,310 456 274.2 546 328.3 520 312.7 磐田市 5,656

掛川市 115,133 224 194.6 213 185.0 304 264.0 掛川市 2,494

袋井市 86,928 227 261.1 319 367.0 309 355.5 袋井市 2,441

湖西市 58,667 254 433.0 251 427.8 142 242.0 湖西市 2,265

御前崎市 31,396 72 229.3 68 216.6 65 207.0 御前崎市 758

菊川市 47,355 244 515.3 118 249.2 151 318.9 菊川市 1,626

森町 17,764 54 304.0 34 191.4 32 180.1 森町 324

西部 8市町 1,315,407 3,867 293.98 4,036 306.83 3,214 244.34 西部 8市町 37,763

その他 35 37 23 その他 953

合　計（静岡県） 3,643,578 9,687 265.87 9,710 266.50 8,512 233.62 合計（静岡県） 101,675

静岡県内市町別「直近１週間・人口10万人当たりの新規陽性者数」

２月１８日～２月２４日 ２月２５日～３月３日 ３月４日～３月１０日

※１　人口は、2019年5月1日現在の市町別推計人口
※２　数値は速報値であり、感染者にかかる詳細調査等により、後日数値が訂正・変更される場合あり
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令和４年３月１０日１５時　時点



新型コロナウイルスの感染状況や医療のひっ迫状況等を評価する国のレベル分類及び本県の対応

（令和３年12月３日から運用）

１週間
新規感染者数

病床
占有率等

外出・移動 飲食店 イベント 事業所

4
避けたい
レベル

－
最大確保病床数

を超過

・県及び医療現場の判断でさらな
 る一般医療の制限、保健所の積
 極的疫学調査の重点化

（注１）　実際の対応は、感染状況や医療のひっ迫状況等を踏まえ、必要なものを実施する
（注２）　認証店やワクチン・検査パッケージ適用の場合は要件を緩和（より強い措置が必要な場合は緩和しない）
（注３）　重点措置が適用された場合、重点措置区域内ではレベル３に相当する対応も実施する

指標 国評価レベルに応じた県の主な対応（注１）
国

評価
ﾚﾍﾞﾙ

求められる対策

3
対策を

強化すべき
レベル

－

３週間後に
確保病床数に到達

または

現状で病床占有率
や重症病床占有率

５０％超

・県民等へ強い呼びかけ、まん延
 防止等重点措置や緊急事態措
 置等、各地域にふさわしい対策

･県内・県外の感染リスクが高
 い場所への外出、他県への
 不要不急移動自粛（注２）

・営業時間短縮や休業、酒類
 提供等の自粛 （注２）

・開催規模（参加人数や収容
 率）の制限 （注２）

・出勤者の削減等を強力に
 推進
・施設の入場者整理等

2
警戒を

強化すべき
レベル

（状況）

①２週連続
　増加

（10万人当たり）
②７.５人以上

(病床占有率)

③３週間後に

　５０％以上
④２０％以上

(入院患者数)
⑤100人以上

・感染リスクの高い行動回避の呼
 びかけ、感染拡大防止に必要な
 対策実施、保健所の体制強化、
 必要病床の段階的確保、レベル
 ３での対策の準備

・県内、県外の感染リスクが高
 い場所への外出、緊急事態
 措置区域等への不要不急の
 移動自粛（注２）

・県内の感染拡大地域で営業
 時間短縮等（注２）

・感染拡大の兆候等があった
 場合、主催者に必要な協力を
 要請

･業種別ガイドラインの遵守
・人との接触低減の取組実施
 の徹底

1
維持すべき

レベル

－ －
・接種率向上、追加接種
・医療体制強化
・総合的感染対策の継続

・基本的な感染防止対策の
 徹底
・認証店等の感染防止対策が
 取られた店舗の利用

･業種別ガイドラインの遵守
・「ふじのくに安全･安心認証」
 取得への協力

・5,000人超かつ収容率50％超
 のイベント開催は県に「感染
 防止安全計画」を提出

･業種別ガイドラインの遵守
・人との接触低減の取組実施

0
感染者

０
レベル

－ － 同上 同上 同上 同上 同上

状況に応じて緊急事態措置や重点措置の適用を要請

医療ひっ迫が懸念される地域において活動の一部自粛等を要請
状況に応じて重点措置の適用を要請（注３）

県内全域に、レベル３よりも強い活動の自粛や制限等を要請

①かつ②～⑤のいずれか


